
 

 

 

 

 

 

 

仕事と育児の両立の支障となるような個別の事情の改善に資することがあれば、
以下を記載し、このページのコピーを、   年  月  日までに、所属長
または担当役員へ提出してください。 

【仕事と育児の両立に関する意向】 

※以下の勤務条件や両立支援制度等について、希望の条件や利用期間があれば記載してください。 

（注１）労使協定により、短時間勤務制度を講ずることが困難な業務に従事する労働者を適用除外としている場合、代替措

置（①育児休業に準ずる制度、②始業時刻変更等の措置、③テレワーク等の措置のいずれか）を講じます。 

（注２）柔軟な働き方を実現するための措置として、（１）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、（２）短時間勤務の制度、の措

置を選択して講じます。 

 

 

【その他、仕事と育児の両立に資する就業の条件について、希望すること（その理由）】 

※障害のある子や医療的ケアを必要とする子を養育している場合や、ひとり親である等の場合であって、仕事と育児の

両立に資する就業の条件について希望することがあれば、こちらに記載してください。 
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項目 希望内容 

＜勤務条件＞ 

勤務時間帯（始業及び終業の時刻）  

勤務地（就業の場所）  

＜両立支援制度等の利用期間＞ 

育児休業  

短時間勤務制度（注１）  

所定外労働の制限  

時間外労働の制限  

深夜業の制限  

子の看護等休暇  

その他（注２）  

妊娠・出産等申出時 

個別の意向聴取書例 

労働者が妊娠・出産等を申し出た場合に実施する、育児休業・出生時育児休業に関する個別周知・意向確認と
併せて、個別の意向聴取を実施することは差し支えありません。 


